
 

令和６年 第１０回美里町農業委員会総会会議録 

 

１．開 催 期 日  令和６年１０月２５日 

２．開 催 場 所  美里町役場２０１会議室 

３．開催時刻及び宣告者  午後 １時３０分 会長 

４．閉会時刻及び宣言者  午後 ２時４５分 会長代理 

５．議 長  会長 松本 清貴 

６．委 員 出 席 状 況 

議席番号 農業委員氏名 出欠席 議席番号 
農地利用最適推進委員

氏 名 
出欠席 

 １  清水 芳明 出席 東児玉１  荒木 義雄 出席 

 ２ 根岸 利成 〃  〃 ２ 斉藤 茂 〃 

 ３  茂木 清一 〃  〃 ３ 杉田 敏夫 〃 

 ４ 阿武 富士子 〃  〃 ４ 根本 三好 〃 

 ５  中嶋 敬子 〃 松久 １ 池田 進 〃 

 ６  金井 美知子 欠席  〃 ２ 岡田 克実 〃 

 ７         長谷川 精一 出席  〃 ３ 佐藤 栄一 〃 

 ８  中澤 啓二 〃  〃 ４ 中島 市郎 〃 

 ９ 松本 清貴 〃 大沢 １ 櫻沢 幸代 〃 

１０  長滝 岳 欠席  〃 ２ 富沢 光男 〃 

１１  深田 和也 出席  〃 ３ 持田 克己 〃 

農業委員会委員     出席： ９名  欠席：２名  計：１１名 

農地利用最適化推進委員 出席：１１名  欠席：０名  計：１１名 

７．会 議 参 与 者  なし 

８．事務局職員出席者  丸山 保  上田 俊介  上田 禎礎 

９．会 議 進 行 状 況 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

皆さんこんにちは。時間になりましたので、はじめさせていただきます。ただ

いまの出席数は農業委員９人、農地利用最適化推進委員１１人です。農業委員の

過半数に達しましたので、これより農業委員会総会第１０回会議を開きます。 

 会議規則第１３条第２項の規定により、議事録署名人に１１番委員並びに１

番委員を指名いたします。 

 会議規則第４条の規定により、議長を務めさせていただきます。これより、

議事に入ります。 

 

第１号議案 初めに、営農型太陽光発電関連の第１号議案の農地法第５条の

規定による許可後の計画変更申請について、審議いたします。初めに、第１号議



 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案について事務局より説明をお願いします。 

 

 

営農型太陽光発電施設については、農地に支柱を立てて、営農を適切に継続し

ながら上部空間に太陽光パネル等を設置して発電を行うものです。 

農地法の手続きとしては、３条で太陽光パネルが上空を覆うため地上権、および

耕作のための賃貸借権等、５条で太陽光パネル等の支柱の一時転用の許可が必

要となります。 

今回の申請は営農型太陽光発電施設５期分及び８期分として、平成２７年８

月及び令和３年１０月に発電事業者、株式会社○○○○及び学校法人○○○○

が許可となった件になります。 

現在の一時転用期間が令和６年１１月１４日及び令和６年１１月２１日で切

れることから、更新の申請がありました。 

まず、３ページをご覧ください。第１号議案 農地法第５条の規定による許

可後の計画変更です。太陽光発電施設の下部農地の耕作者が変更となることに

よる申請です。 

番号１ 借人○○○○郡○○町○○○△丁目△番 株式会社○○○○ 代表

取締役 ○○ ○○ 貸人 別紙４ページから７ページのとおり 土地の所在 

別紙４ページから７ページのとおり 地目は田及び畑 面積は田１０筆合計の

９７１９㎡の内９．２９５６㎡、畑６７筆合計の８９７１７㎡の内１０２．９

６２２㎡です。これは、太陽光パネルを支える支柱の面積分のみ一時転用する

ため、このような面積となっています。転用目的 権利内容は記載のとおりで

す。 

申請理由は、下部農地の耕作者であった株式会社○○○○が株式会社○○○○

に事業委譲したためです。 

 なお、太陽光発電施設の位置図は８ページ、詳細図は９ページから１３ペー

ジをご参照ください。 

事業計画者の変更申請については、埼玉県の農地調整関係事務処理要領にお

いて、次の３点すべてに該当するときは、承認することができるとあります。 

・変更後の転用事業がその事業計画に従って実施されることが確実であると認

められること。 

・変更後の転用事業により周辺の地域における農業等に及ぼす影響が、変更前

の転用事業による影響に比べてそれと同程度又はそれ以下であると認められる

こと。 

・変更後の転用事業が農地転用許可基準により許可相当であると認められるも

のであること。 

これら３点については、すべて該当すると思われます。 

以上で第１号議案について説明を終わります。 

 



 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、営農型太陽光発電関連の第１号議案を審議いたします。推進委員の

方で意見のある方の挙手を求めます。意見がないようですので次に移ります。 

次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。 

質問がないようですから、採決したいと思います。農地法第５条の規定による

許可後の計画変更申請ついて承認相当と思われる農業委員の方の挙手をお願い

します。 

 

 

（農業委員全員挙手） 

 

 

賛成全員につき、承認相当と決定します。 

 

 

営農型太陽光発電関連の第１号議案の審議が終わりましたので、事務局長より審

議結果の確認をお願いします。 

 

 

 農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請つきましては承認相当と決

定しました。 

 

 

 続きまして第２号議案、営農型太陽光関連農地法第３条、農地法第５条の規定

による許可申請について審議いたします。 

番号１について事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 １５ページの第２号議案の３条の番号１と１６ページの５条の番号１は関連

があるため、併せて審議をお願いいたします。 

１５ページをご覧ください。まず、３条の番号１ですが、先ほどの第１号議

案でご説明した計画変更に伴い、事業を継承した株式会社○○○○が太陽光発

電施設の下部農地で営農を行うための申請となります。 

借人 大字○○△△△番地△ 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 貸

人は、先ほどご説明した４ページから７ページに記載のある者となります。 

また、土地の所在及び面積についても、先ほどご説明したものと同様です。 

権利内容 使用貸借権 期間 許可日から２０年 理由 太陽光設備の下部で

営農を行うため 農業者年金 なし 自作地 なし 借受地 １１１，３８２

㎡ 貸付地 なし 従農数 ６ 位置は先ほどご説明した場所と同様です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

推進委員 

東児玉１番 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

１６ページをご参照ください。先ほどの３条と対になっており、番号１申請者

は○○町の株式会社○○○○。土地の所在は別紙４ページから７ページのとお

り、地目は田及び畑 面積は田１０筆合計の９７１９㎡の内９．２９５６㎡、畑

６７筆合計の８９７１７㎡の内１０２．９６２２㎡です。これは、太陽光パネル

を支える支柱の面積分のみ一時転用するため、このような面積となっています。

転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施設 権利内容 賃貸借権 一時転用

許可日から１０年です。 

申請内容欄は発電出力及びパネル合計出力を記載しています。取得状況は、別紙

４ページから７ページをご参照ください。 

仮登記、抵当権については、すべての案件でなしです。位置及び備考については

３条と同様です。 

５条の一時転用許可基準につきましては、太陽光パネル下部の農地における

営農の適切な継続が確実であることが必要となります。その基準として地域の

平均的な収穫量と比較して８割以上を満たすこととなっております。 

申請地は、当初許可から太陽光パネルの設置に時間を要し、定植は平成３０年

から行っており、現在は定植６年目となっております。作物である樒の６年目の

地域の平均収穫量、１０アール当たり１６５０本に対し、１４５７本と約９割を

達成しており、基準を上回っております。 

第２号議案の３条の番号１と５条の番号１の説明は以上です。 

 

 

営農型太陽光発電関連の農地法第３条、農地法第５条の規定による許可申請の

番号１について審議いたします。推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願

いします。東児玉１番。 

 

 

営農型太陽光発電に係る農地法第３条と第５条の違いを簡単に教えてください。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

営農型太陽光発電に係る農地法第３条は、２つの権利設定がありまして、農地の

上空を覆う太陽光パネル部分の地上権設定と農地で実際に耕作を行う、賃貸借権又

は使用貸借権の設定があります。農地法第５条につきましては、太陽光パネルを支

える支柱部分が、一時転用の申請が必要になります 

 

 

他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うですので次に移ります。 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。 

質問がないようですから、採決したいと思います。営農型太陽光関連の農地法

第３条の規定による許可申請ついて許可と思われる農業委員の方の挙手をお願

いします。 

 

 

（農業委員全員挙手） 

 

 

賛成全員につき、許可と決定します。 

 

 

続いて、営農型太陽光関連農地法第５条の番号１について、許可相当と思われ

る農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 続いて、営農型太陽光関連農地法第３条番号２、番号３、農地法第５条番号２

の許可申請案件を審議いたします。事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 １７ページの第２号議案の３条の番号２と番号３、１８ページの５条の番号

２は関連があるため、併せて審議をお願いいたします。 

１７ページをご覧ください。この申請は営農型太陽光発電施設８期分とし

て、令和３年１０月に発電事業者 学校法人○○○○が許可となった件になり

ます。現在の一時転用期間が１１月１４日で切れることから、更新の申請があ

りました。 

３条の番号２は発電事業者 学校法人○○○○が太陽光パネル設置のための

賃貸借権及び地上権を設定する申請です。３条の番号３は発電施設の下部農地

において、株式会社○○○○が営農を行うための使用貸借権を設定する申請で

す。 

３条の番号２の借人は○○県○○市○○町△△△番地 学校法人 ○○○○ 

理事長 ○○ ○○ 貸人は別紙１９ページに記載されている者です。地目は



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

田及び畑 面積は田、２筆合計の３７８８㎡、畑９筆合計の９８００㎡です。

権利内容 賃貸借権 地上権 期間は５条の一時転用許可日から１０年です。

理由以降は記載のとおりで、土地の所在は１９ページ、位置図は２０ページを

ご参照ください。 

３条の番号３の借人は大字○○△△△番地△ 株式会社○○○○ 代表取締

役 ○○ ○○ 貸人は別紙１９ページに記載されている者です。土地の所

在、面積は番号２と同様です。権利内容 使用貸借権 期間は５条の一時転用

許可日から１０年です。理由以降は記載のとおりです。 

３条の地上権の許可基準につきましては、周辺農地の営農に支障がないこと。

営農を行うものに同意を得ていること。となっております。 

周辺農地からはこれまでも苦情等なく、また営農を行う○○○○からも同意書

が提出されています。農地法第３条番号２と番号３につきましては以上です。 

続きまして、１８ページをご覧ください。第２号議案 ５条の番号２につい

て概要を説明させていただきます。 

先ほどの３条の番号２と番号３と対になっており、申請者は○○県○○市の

学校法人○○○○ 土地の所在や詳細は先ほどの場所と同様です。申請面積は

田２筆合計の３７８８㎡の内０．８５６５㎡、畑９筆合計９８００㎡の内３．４

２１５㎡です。これは、太陽光パネルを支える支柱の面積分のみ一時転用するた

め、このような面積となっています。転用目的 一時転用 営農型太陽光発電施

設、権利内容 賃貸借権 一時転用の許可日から１０年です。申請内容欄は発電

出力及びパネル合計出力を記載しています。仮登記、抵当権については、すべて

の土地でなしです。 

５条の一時転用許可基準につきましては、太陽光パネル下部の農地における

営農の適切な継続が確実であることが必要となります。その基準として地域の

平均的な収穫量と比較して８割以上を満たすこととなっております。 

令和３年度の当初計画では、定植４年目から作物である榊の収穫を行う予定

となっているため、現在は３年目で収穫はまだ行っていない状況です。 

第２号議案の３条の番号２番と３番、５条の番号２の説明は以上です。 

 

 

営農型太陽光発電関連の農地法第３条の番号２、番号３、農地法第５条の規定に

よる許可申請案件番号２について審議いたします。推進委員の方で意見がありま

したら挙手をお願いします。意見がないようですので次に移ります。 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。 

質問がないようですから、採決したいと思います。営農型太陽光関連の農地法

第３条の規定による許可申請案件番号２、番号３ついて許可と思われる農業委

員の方の挙手をお願いします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農業委員全員挙手） 

 

 

賛成全員につき、許可と決定します。 

 

 

 続いて、営農型太陽光関連農地法第５条の番号２について、許可相当と思われ

る農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 営農型太陽光発電関連の第２号議案の審議が終わりましたので、事務局長よ

り審議結果の確認をお願いします。 

 

 

 営農型太陽光関連農地法第３条の番号１から番号３までは許可、営農型太陽

光関連農地法第５条の番号１、番号２につきましては許可相当と決定しました。 

 

 

続きまして、第３号議案の農地法第３条の規定による許可申請案件について

議題といたします。番号１について事務局より説明をお願いします。 

 

 

２２ページ番号１をご覧ください。 

受人 ○○市○○○△△番地 ○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 

渡人 ○○郡○○町○○△丁目△△△番地 ○○ ○○ 土地の所在 大字○

○○字○○○△△番地△ 地目 田 面積１，４７０㎡ 権利内容 所有権 

理由 規模拡大 自作地０㎡、借受地６９，７５６㎡、貸付地０㎡ 取得状況 

令和４年８月２６日 相続 不耕作 無 役員数３ 従農数３ 経態 専業 

所有機械 耕耘機５台、トラクター４台、籾摺機１台、乾燥機３台、田植え機

１台、コンバイン１台、トラック４台、管理機５台、移植機２台 位置 農用

地区域 自宅から１キロ。 

２３ページをご覧ください。こちらは申請地の場所になります。左上が付近の

状況図、左下が航空写真、右側が公図の写しでございます。 
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８番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

東児玉１番 

申請地の現在の状況は、受人が以前から借り受け耕作している状況です。 

受人は○○市○○○を拠点とし、○○市、○○町で広く農地を借受け、耕作して

いる農業生産法人でございます。法人が農地を取得する際は、通常の３条の許可

要件の他、農地所有適格法人の４つの要件を満たす必要がありますので、１つず

つ説明させていただきます。 

１つ目は組織形態要件です。内容は法人の形態が、農事組合法人、会社法の株

式会社、合同会社、合名会社、合資会社のいずれかであること。 

２つ目は事業要件です。内容は、法人の主たる事業が、農業とその事業の関連

する事業で、法人の売上高の過半が農業であること。 

３つ目は構成員要件です。内容は、総議決権又は総社員の過半が、「農地の権

利者」又は、「常時従事者」、「農作業を受託した個人」又は、「地方公共団体、農

協、農地中間管理機構等」が占める必要があります。 

４つ目は役員要件です。農地所有適格法人の役員の過半は、その法人の農業に

常時従事（年間１５０日以上）する構成員であること。役員又は重要な使用人の

うち、1 人以上が省令で定める日数（原則年間６０日以上）農作業に従事するこ

と。 

以上の４つの要件満たすことが条件となっております。受人の○○○○株式

会社から、定款、登記事項証明書、決算書等提出していただきまして、要件を満

たしていることを確認しました。役員数は３人ですべての方が農業常時従事し

ています。稲作、トウモロコシ、ブロッコリーを栽培しています。申請地取得後

は、稲を生産するとのことです。 

 申請理由は、渡人は相続で譲り受けたが農業を行わないため、既に貸し付けて

いた受人に譲り渡したいとのことです。 

 以上番号１の案件になります。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

農地法第３条の規定による番号１を審議いたします。８番委員より補足説明

がありましたらお願いいたします。 

 

 

 耕作は既に受人がやっているようで、きれいに耕作されているようです。特に

問題はないと思います。 

 

 

推進委員東児玉１番より意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 事務局と８番委員の説明と同じです。現在の作っている方がそのまま取得す

るとのことなので問題はないと思います。ご審議の程よろしくお願いいたしま



 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１番委員 

す。 

 

 

 他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよ

うですので次に移ります。 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。 

質問がないようですから、採決したいと思います。農地法第３条の番号１につ

いて許可と思われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可と決定します。 

 

 

 続きまして、番号２について事務局より説明をお願いします。 

 

 

２４ページ番号２をご覧ください。受人 ○○町大字○○△△△番地△ ○

○ ○○ 渡人 ○○町大字○○△△番地 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○

字○○△△△番 地目 畑 面積７１５㎡ 権利内容 所有権 理由 新規取

得 自作地０㎡、借受地０㎡、貸付地０㎡ 取得状況 令和３年１２月４日 相

続 不耕作 無 家族数４ 従農数 ２ 経態 専業 所有機械 耕耘機１

台、草刈り機３台 位置 農用地区域 自宅から２キロ。 

２５ページをご覧ください。こちらは申請地の場所になります。左上が付近の

状況図、左下が航空写真、右側が公図の写しでございます。 

申請地の現在の状況は、受人が草刈り等の管理をしている状況です。 

 受人は現在７９歳の方で、新規での農地取得とのことですが、申請地は受人が

長年管理してきた農地とのことです。申請地取得後はみかん、露地野菜の栽培を

行いたいとのことです。以上番号２の案件になります。ご審議の程よろしくお願

いいたします。 

 

 

農地法第３条番号２を審議いたします。１番委員より補足説明がありました

らお願いいたします。 

 

 

 受人が高齢ですが、後継者がいるとのことなので問題はないと思います。ご審



 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

次に、推進委員松久１番より意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 受人は申請地の近くで陶芸を行っております。申請地も既に管理していると

のことなので特に問題はないと思います。ご審議の程よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよ

うですので次に移ります。 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。 

質問がないようですから、採決したいと思います。農地法第３条の番号２につ

いて許可と思われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可と決定します。 

 

 

農地法第３条の審議が終わりましたので事務局長より審議結果の確認をお願

いします。 

 

 

農地法第３条の番号１、番号２の案件につきましては許可と議決されまし

た。 

 

 

続きまして、第４号議案の農地法第５条の規定による許可申請案件について

議題といたします。番号１について事務局より説明をお願いします。 

 

 

 ２７ページをご覧ください。番号１ 受人 ○○県○○○市○○○△△△番

地△ ○○○○○○△△△ ○○ ○○ 渡人 大字○○△△△番地△ ○○ 

○○ 土地の所在 大字○○字○○△△番△ 地目 畑 計１筆 496㎡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

推進委員 

松久４番 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

転用目的 自己用住宅 権利内容 使用貸借権 許可日から２０年間 申請内

容 122.13 ㎡ ２階建て 取得状況 平成３１年２月１３日 相続 仮登記・

抵当権なし 位置 第２種農地 農用地区域外 宅地に接続 

２８ページをご覧ください。大字○○地内の農地になります。次のページをご

覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

申請人は、現在○○○市内で家族と暮らしていますが、借家住まいのため、自

己用の住宅建設を検討していたところ、妻の祖母から申請地を紹介され、今回の

申請に至りました。接続道路は、西側に幅４ｍの町道があり、そこから水道の取

り出しと農業集落排水による汚水処理を行う予定です。以上となります。ご審議

をお願いいたします。 

 

 

農地法第５条の規定による番号１を審議いたします。次に、推進委員松久４

番より意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 先日現地確認してきました。場所は△△△線から１本道路を広木地内へ入っ

たところにあります。隣接地は以前農地転用があった場所の隣ですので特に問

題はないと思います。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよ

うですので次に移ります。 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。 

質問がないようですから、採決したいと思います。農地法第５条の番号１につ

いて、許可相当と思われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

続いて、番号２について事務局より説明をお願いします。 

 

 

 ３０ページをご覧ください。番号２ 受人 大字○○△△△番地 ○○ ○○ 

渡人 大字○○△△△番地△ ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○○○



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１番委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

△△△番 地目 畑 １筆 175 ㎡ 転用目的 事業用敷地拡張 権利内容 

所有権 申請内容 ブリーダーハウス 63.76 ㎡ 取得状況 昭和５８年２月

６日 相続 仮登記なし・抵当権なし 位置 第１種農地 農用地区域外 宅

地に接続 ３１ページをご覧ください。大字○○地内の農地になります。 

次のページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

申請人は平成２８年に申請地の隣に農地転用許可を受け、自己用住宅を建設

しました。当時は建設した住宅内のペットルームを、実家で飼っていた大型犬の

飼育のために使用していましたが、その犬が亡くなったこと、また、夫がブリー

ダー事業を行っており、○○町にある借地で飼育していていた飼育犬が増えす

ぎてしまったこと等がきっかけで、やむを得ず事業用として自宅内のペットル

ームを使用するようになってしまったとのことです。 

今回、○○町の飼育用の土地が来年に返却を求められているため、その飼育犬の

引継ぎ先として自宅脇に犬舎を整備し、事業用敷地としての農地転用許可申請

に至りました。 

以上となります。ご審議をお願いいたします。 

 

 

農地法第５条の規定による番号１を審議いたします。１番委員より補足説明

がありましたらお願いいたします。 

 

 

受人は、ブリーダーとして美里町で繁殖し、○○市の方で実際に販売を行っ

ているとのことです。特に問題はないと思いますのでご審議の程よろしくお願

いいたします。 

 

 

推進委員松久１番より意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 先ほど事務局より説明があったとおりです。現在小型犬が１００頭程いる御

様ですが、さらに５０頭程増やしたいとのことです。大変にぎやかになると思い

ますが、近隣には住宅はないため問題はないと思います。ご審議の程よろしくお

願いいたします。 

 

 

 他に推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がないよ

うですので次に移ります。 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。２番委員。 

 



 

２番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 第１種農地とのことですが、転用は認められるのでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 県の方にも確認しましたが、事業用敷地拡張であれば、転用は認められるよ

うです。 

 

 

他に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。 

質問がないようですから、採決したいと思います。農地法第５条の番号２につ

いて、許可相当と思われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

農地法第５条の審議が終わりましたので事務局長より審議結果の確認をお願

いします。 

 

 

農地法第５条の番号１、番号２の案件につきましては許可相当と議決されま

した。 

 

 

第５号議案 農用地利用集積計画（案）の利用権の決定について審議いたし

ます。事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

３４ページをご覧ください。農用地利用集積計画について審議していただき

ます。 

農用地利用集積計画とは農業経営基盤強化促進法に基づいて、農地所有者が、

耕作者等に農地の賃借権等を設定する手続きで、農地所有者、耕作者等から申し

出のあった内容を町が精査し当該計画（案）を作成し、農業委員会に決定を求め



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

るものです。 

それでは３４ページをご覧ください。こちらは町が申し出に基づき作成した

農用地利用集積計画（案）の概要になります。 

左から説明させていただきます。利用権の設定期間・種類 令和６年から３

年、５年、１０年・賃貸借及び使用貸借 合計面積 田３５４，４４４㎡ 畑８

１，３４５㎡ 合計４３５，７８９㎡ 貸手 １２６ 借手 ７ 筆数３２８ 

借賃 １，５００円～７，５００円、４５㎏及び使用貸借となっております。 

次に３５ページから４６ページご覧ください。こちらは計画の内容になりま

す。左から農地所有者と耕作者の氏名・住所、続いて農地の地番情報、利用権の

設定期間、借賃等が記載されております。合計３２８筆になります。 

続きまして、４７ページをご覧ください。こちらは期間借地の利用権設定でご

ざいます。 

左から、利用権の設定期間・種類 令和６年から５年・使用貸借 田 ２，３

７３㎡ 合計面積 ２，３７３㎡ 貸手１、借手１、筆数３ 

４８ページをご覧ください。こちらは計画の内容になります。 

以上第５号議案になります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

 

農用地利用集積計画（案）の利用権の設定について審議いたします。推進委

員の方で意見がありましたら挙手をお願いいたします。意見がないようですの

で次に移ります。 

次に農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いいたします。 

質問がないようですから、採決したいと思います。農用地利用集積計画

（案）の利用権の決定について、（案）の通り決定してよいと思われる農業委

員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、決定します。 

 

 

第６号議案 農用地利用集積等促進計画（案）について審議いたします。事

務局より説明をお願いいたします。 

 

 

４９ページをご覧ください。こちらの議案につきましては、先ほどの議案で、

農地所有者から農地中間管理機構へ権利設定された農地と、既に中間管理機構



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長代理 

に貸し付けてある農地を、農地中間管理機構から実際耕作を行う耕作者へ農地

を配分する計画の（案）になります。 

 本議案については、農地中間管理事業の推進に関する法律１９条で農業委員

会の意見を聴くものとすると定められており、促進計画の案のとおり農地中間

管理機構から記載されている耕作者へ配分してよいかの意見照会になります。

よろしくお願いいたします。 

 ５０ページをご覧ください。こちらは農用地利用集積等促進計画の（案）にな

ります。この促進計画案の見方ですが、左から賃借権の設定を受ける者の氏名、

住所が記載されております。その隣に賃借権の設定を受ける土地の情報、その隣

に現在、農地中間管理機構から賃借権の設定を受けている者の情報が記載され

ております。この欄が空欄の土地に関しては、中間管理機構が新規、再設定で耕

作者に配分する土地になります。その右に設定する権利の内容が記載されてお

ります。５０ページから７２ページまでが促進計画案となっております。ご確認

の程よろしくお願いいたします。以上、第６号議案説明は以上になります。ご審

議をお願いいたします。 

 

 

農用地利用集積等促進計画（案）について審議いたします。推進委員の方で

意見がありましたら挙手をお願いいたします。意見がないようですので次に移

ります。 

次に農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いいたします。 

質問がないようですから、採決したいと思います。農用地利用集積等促進計

画（案）について、意見なしと回答してよいと思われる農業委員の方の挙手を

求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、決定します。 

 

 

議案のすべてを審議いたしましたので、これで会議を閉じ議長の任を解かさ

せていただきます。慎重審議ありがとうございました。 

閉会を会長代理、お願いいたします。 

 

 

 以上をもちまして、第１０回の農業委員会総会を終了します。慎重審議ありが

とうございました。 



上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

   令和６年１０月２５日 

 

 

     議  長 

 

 

     署名委員 

 

 

署名委員 

 


